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緊急消防援助隊の運用に関する要綱 

 

       平成 16 年３月 26日 消防震第 19号 

改正 平成 17 年３月 30日 消防震第 14号 

改正 平成 18 年２月 14日 消防応第 15号 

改正 平成 18 年６月 22日 消防応第 94号 

改正 平成 20 年７月２日 消防応第 109号 

改正 平成 20 年８月 27日 消防応第 152号 

改正 平成 24年 11月 28日 消防広第 95号 

改正 平成 26 年３月 26日 消防広第 75号 
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改正 平成 29 年３月 28日 消防広第 93号 
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第１章 総則 

 

 （目的） 

第１条 この要綱は、消防組織法（昭和 22年法律第 226号。以下「法」という。）、緊急消防援助 

隊に関する政令（平成 15年政令第 379号）及び緊急消防援助隊の編成及び施設の整備等に係る

基本的な事項に関する計画（平成 16 年消防震第９号。以下「基本計画」という。）に定めるも

ののほか、出動、指揮活動その他の緊急消防援助隊及び被災地の消防本部の対応について、必

要な事項を定めることを目的とする。 

 

 （用語の定義） 

第２条 この要綱において使用する用語は、法及び基本計画において使用する用語の例によるほ

か、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

（１）被災地消防本部とは、被災地を管轄する消防本部をいう。 

（２）指揮本部とは、被災地消防本部の指揮本部をいう。 
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（３）指揮者とは、被災地の市町村長又は当該市町村長の委任を受けた消防長をいう。 

（４）航空指揮本部とは、被災地（被災地の周辺地域を含む。）における航空機を用いた消防活動

の拠点（以下「活動拠点ヘリベース」という。）の指揮本部をいう。 
（５）応援等とは、法第 44条第１項の消防の応援等をいう。 

（６）受援都道府県とは、緊急消防援助隊による応援等を受ける又は受けた被災地の属する都道

府県をいう。 

（７）応援都道府県とは、緊急消防援助隊を出動させる又は出動させた都道府県をいう。 

（８）代表消防機関代行とは、代表消防機関が被災等によりその任務を遂行できない場合にその

任務を代行する消防機関をいう。 

（９）登録市町村とは、緊急消防援助隊として登録された小隊等が属する市町村（東京都特別区

並びに市町村の消防の一部事務組合及び広域連合を含む。）をいう。 

（10）登録都道府県とは、緊急消防援助隊として登録された航空消防隊の属する都道府県をいう。 

（11）航空隊とは、法第 30 条第３項に規定する都道府県の航空消防隊又は航空機を用いた消防活

動を行う消防本部の消防隊をいう。 

（12）Ｃ災害とは、毒性物質若しくはこれと同等の毒性を有する物質の発散又はそのおそれがあ

る事故により生ずる災害をいう。 

（13）Ｂ災害とは、生物剤若しくは毒素の発散又はそのおそれがある事故により生ずる災害をい

う。 

（14）Ｎ災害とは、放射性物質若しくは放射線の異常な水準の放出又はそのおそれがある事故に

より生ずる災害をいう。 

（15）進出拠点とは、緊急消防援助隊が被災地に進出するための目標とする拠点（一時的に集結

する場所を含む。）をいう。 

（16）部隊移動とは、法第 44 条の規定に基づく消防庁長官（以下「長官」という。）の措置の求

め又は指示により、被災地において既に行動している緊急消防援助隊が都道府県をまたいで 

別の被災地に出動すること、又は法第 44 条の３の規定に基づく都道府県知事の指示により、

被災地において既に行動している緊急消防援助隊が当該都道府県内の別の被災地に出動する

ことをいう。 

 

第２章 編成及び装備等の基準 

 

 （都道府県大隊の編成） 

第３条 都道府県大隊の編成は、基本計画に定めるところによるほか、次のとおりとし、緊急消

防援助隊の応援等の要請等に関する要綱（平成 27年消防広第 74号。以下「要請要綱」という。）

第 38条に規定する緊急消防援助隊都道府県応援等実施計画（以下「応援等実施計画」という。）

に定めておくものとする。 

（１）都道府県大隊指揮隊は、原則として、代表消防機関（代表消防機関が被災等によりその任

務を遂行できない場合は、代表消防機関代行。以下同じ。）の指揮隊をもって編成するものと 

する。 
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（２）大隊は、都道府県ごとに編成するものとし、「（○○都道府県）大隊」と呼称する。 

（３）中隊は、都道府県内の緊急消防援助隊登録状況に応じて、複数の消防本部からなるブロッ

クごと、消防本部ごと、消火、救助、救急等の任務ごと等に編成するものとし、「（第○）中

隊」、「（○○消防本部）中隊」、「（消火）中隊」等と呼称する。 

   なお、各中隊長は、都道府県大隊長が指定するものとする。 

（４）小隊は、車両若しくは消防艇又は付加された任務ごとに編成するものとし、「（○○）小隊」

と呼称する。 

（５）Ｃ災害、Ｂ災害及びＮ災害に対応する中隊は、毒劇物等対応小隊等特別の装備を保有し、

かつ特別な教育訓練を受けた小隊により編成するものとする。 

（６）水上中隊は、船艇特性等を考慮し、別に編成することができるものとする。 

 

 （指揮支援部隊の編成） 

第４条 指揮支援部隊の編成は、基本計画に定めるところによるほか、次のとおりとし、第 38条

に規定する指揮支援実施計画に定めておくものとする。 

（１）統括指揮支援隊及び指揮支援隊は、東京都特別区又は地方自治法（昭和 22年法律第 67号）

第 252 条の 19 第１項に規定する指定都市を管轄する消防本部の職員をもって編成するもの

とする。 

（２）航空指揮支援隊は、航空隊員をもって編成するものとする。 

（３）統括指揮支援隊、指揮支援隊及び航空指揮支援隊は、それぞれ「○○消防本部統括指揮支

援隊」、「○○消防本部指揮支援隊」、「○○消防本部（○○都道府県）航空指揮支援隊」と呼

称する。 

 

 （統合機動部隊の編成） 

第５条 統合機動部隊の編成は、基本計画に定めるところによるほか、次のとおりとし、応援等

実施計画に定めておくものとする。 

（１）統合機動部隊指揮隊は、原則として、代表消防機関の指揮隊をもって編成するものとする。 

（２）統合機動部隊は、原則として、統合機動部隊指揮隊、消火小隊３隊程度、救助小隊３隊程

度、救急小隊３隊程度、後方支援小隊及び通信支援小隊をもって編成するものとする。 

（３）統合機動部隊は、迅速な集結及び出動が可能な小隊の中から、応援先都道府県に応じて、

事前に指定しておくものとする。 

（４）統合機動部隊は、都道府県ごとに編成するものとし、「（○○都道府県）統合機動部隊」と

呼称する。 

（５）統合機動部隊長は都道府県大隊長を兼ねることができるものとする。 

 

 （エネルギー・産業基盤災害即応部隊（ドラゴンハイパー・コマンドユニット）の編成） 

第６条 エネルギー・産業基盤災害即応部隊は、基本計画に定めるところによるほか、次のとお

りとし、応援等実施計画に定めておくものとする。 

（１）エネルギー・産業基盤災害即応部隊指揮隊は、エネルギー・産業基盤災害即応部隊長の属
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する消防本部の指揮隊をもって編成するものとする。 

（２）エネルギー・産業基盤災害即応部隊は、エネルギー・産業基盤災害即応部隊指揮隊、特殊

災害中隊（大容量送水ポンプ車、大型放水砲搭載ホース延長車、大型化学車、大型高所放水

車及び泡原液搬送車を備えたもの）、消火中隊（化学消防ポンプ自動車を備えたもの）を中心

として編成するものとし、地域の実情に応じて、特殊装備小隊、後方支援小隊、通信支援小

隊及び水上小隊を加えるものとする。 

（３）エネルギー・産業基盤災害即応部隊は、都道府県ごとに編成するものとし、「（○○都道府

県）エネルギー・産業基盤災害即応部隊」と呼称する。 

 

（ＮＢＣ災害即応部隊の編成） 

第７条 ＮＢＣ災害即応部隊は、基本計画に定めるところによるほか、次のとおりとし、応援等

実施計画に定めておくものとする。 

（１）ＮＢＣ災害即応部隊指揮隊は、ＮＢＣ災害即応部隊長の属する消防本部の指揮隊をもって

編成するものとする。 

（２）ＮＢＣ災害即応部隊は、ＮＢＣ災害即応部隊指揮隊、毒劇物等対応小隊を中心として編成

するものとし、地域の実情に応じて、後方支援小隊等を加えるものとする。 

（３）ＮＢＣ災害即応部隊は、消防本部ごとに編成するものとし、「（○○消防本部）ＮＢＣ災害

即応部隊」と呼称する。 

 

（土砂・風水害機動支援部隊の編成） 

第８条 土砂・風水害機動支援部隊は、基本計画に定めるところによるほか、次のとおりとし、

応援等実施計画に定めておくものとする。 

（１）土砂・風水害機動支援部隊指揮隊は、土砂・風水害機動支援部隊長の属する消防本部の指

揮隊をもって編成するものとする。 

（２）土砂・風水害機動支援部隊は、土砂・風水害機動支援部隊指揮隊、救助小隊（津波・大規模

風水害対策車及び救助工作車を備えたもの）、特殊装備小隊（重機及び重機搬送車、水陸両用

車及び搬送車を備えたもの）、後方支援小隊を中心として編成するものとし、地域の実情に応

じて、必要な小隊を加えるものとする。 

（３）土砂・風水害機動支援部隊は、都道府県ごとに編成するものとし、「（○○都道府県）土砂・

風水害機動支援部隊」と呼称する。 

 

 （特殊災害小隊の装備等の基準） 

第９条 基本計画第２章第４節８に定める特殊災害小隊の装備等の基準は、おおむね次のとおり

とする。 

（１）毒劇物等対応小隊 

  ア 毒劇物等対応小隊は、一般の毒劇物災害、Ｃ災害、Ｂ災害又はＮ災害に対応するための

特別な教育訓練を受けた隊員５人以上で編成されるものであること。 

  イ 毒劇物等対応小隊は、ウの資機材を搬送することのできる車両を備えること。 
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  ウ 毒劇物等対応小隊は、一般の毒劇物災害、Ｃ災害及びＢ災害又はＮ災害に対応した次に

掲げる資機材を備えること。 

  （ア）一般の毒劇物災害対応小隊 

     呼吸保護用器具、防毒マスク及び化学防護服（又は陽圧式化学防護服） 

  （イ）Ｃ災害及びＢ災害対応小隊 

     陽圧式化学防護服、化学防護服、携帯型生物剤検知装置、有毒ガス検知管、化学剤検

知紙、携帯型化学剤検知機、除染シャワー、除染剤散布器及び防毒マスク 

  （ウ）Ｎ災害対応小隊 

     簡易型防護服、呼吸保護具、個人警報線量計、空間線量計、表面汚染計、除染設備、 

中性子線測定器及び放射線防護服又は陽圧式化学防護服 

（２）大規模危険物火災等対応小隊 

  ア 大規模危険物火災等対応小隊は、石油コンビナート施設等の大規模危険物施設での火災

等に対応することのできる隊員２人以上で編成されるものであること。 

  イ 大規模危険物火災等対応小隊は、大型化学車、大型高所放水車、泡原液搬送車、屈折放

水塔車、耐熱装甲型救助活動車、大容量送水ポンプ車又は大型放水砲搭載ホース延長車を

備えること。 

  ウ 大規模危険物火災等対応小隊は、大規模危険物火災等に対応する耐熱防護服を備えるこ

と。 

（３）密閉空間火災等対応小隊 

  ア 密閉空間火災等対応小隊は、地下街等の密閉空間で発生した消火困難な火災等に対応す

ることのできる隊員２人以上で編成されるものであること。 

  イ 密閉空間火災等対応小隊は、高発泡車を備えること。 

  ウ 密閉空間火災等対応小隊は、呼吸保護用器具及び排煙用資機材を備えること。 

 

 （特殊装備小隊の装備等の基準） 

第 10条 基本計画第２章第４節９に定める特殊装備小隊の装備等の基準は、おおむね次のとおり

とする。 

（１）水難救助小隊 

  ア 水難救助小隊は、潜水業務を行うことのできる隊員等５人以上で編成されるものである

こと。 

  イ 水難救助小隊は、ウの資機材を安全に積載することができる構造を備えた車両又は船舶

を備えること。 

  ウ 水難救助小隊は、潜水器具一式、水中投光器その他水難救助活動に必要な資機材を備え

ること。 

（２）遠距離大量送水小隊 

  ア 遠距離大量送水小隊は、遠距離大量送水システム及びそれを搬送可能な車両並びに必要

な隊員で構成されるものであること。 

  イ アの遠距離大量送水システムは、自然水利を利用して、１キロメートル以上の離れた場
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所に毎分 3,000リットル以上の水又は海水を送水することができるものであること。 

（３）消防活動二輪小隊 

  ア 消防活動二輪小隊は、オフロード走行が可能な仕様の自動二輪車及び隊員で構成される

ものであること。 

  イ 消防活動二輪小隊は、消火器及び可搬式消火器具、簡易救助器具又は応急手当資機材の

いずれかを備えること。 

（４）震災対応特殊車両小隊 

   震災対応特殊車両小隊は、地震災害等における救助活動に必要な重機その他の設備又は資

機材を備えた車両及び必要な隊員で構成されるものであること。 

（５）その他の特殊な装備を用いて消防活動を行う小隊 

   その他の特殊な装備を用いて消防活動を行う小隊は、次に掲げるいずれかの車両又は資機

材及び必要な隊員で構成されるものであること。 

  ア はしご車 

  イ 照明車 

  ウ 空気ボンベ充填車 

  エ 無人消火ロボット 

  オ その他長官が緊急消防援助隊の活動に必要と認めた特殊な装備を備えた消防車両 

 
第３章 出動 

 

 （指揮本部の設置） 

第 11条 被災地消防本部は、緊急消防援助隊の出動が決定した場合は、被災地での緊急消防援助

隊の迅速かつ的確な活動等に資するため、指揮本部を設置するものとする。 

２ 指揮本部は、被災地における消防の指揮に関することのほか、次に掲げる事務をつかさどる

ものとする。 

（１）被害情報の収集に関すること。 

（２）被害状況並びに被災地消防本部及び消防団の活動に係る記録に関すること。 

（３）緊急消防援助隊の受援体制の確立及び受援活動の実施に関すること。 

（４）その他緊急消防援助隊の受援に必要な事項に関すること。 

３ 指揮本部は、市町村が行う災害対策及び自衛隊、警察、海上保安庁、ＤＭＡＴ等関係機関と

の活動調整を図るため、市町村災害対策本部と緊密に連携を図るものとし、当該市町村災害対 

策本部に職員を派遣するものとする。 

 

（航空指揮本部の設置） 

第 12条 被災地の属する都道府県内の航空隊は、緊急消防援助隊の出動が決定した場合は、被災

地での緊急消防援助隊の迅速かつ的確な活動等に資するため、航空指揮本部を設置するものと

する。 

２ 航空指揮本部は、被災地における航空に係る消防の指揮に関することのほか、次に掲げる事



別紙２ 
 

 7 
 

務をつかさどるものとする。 

（１）被害情報の収集に関すること。 

（２）被害状況及び受援都道府県内の航空隊の活動に係る記録に関すること。 

（３）航空に係る緊急消防援助隊の受援体制の確立及び受援活動の実施に関すること。 

（４）その他航空に係る緊急消防援助隊の受援に必要な事項に関すること。 

 

 （後方支援本部の設置） 

第 13条 応援都道府県に属する代表消防機関は、円滑な後方支援体制を確立するため、当該代表

消防機関に後方支援本部を設置するものとする。ただし、都道府県に属する緊急消防援助隊の

みが出動した場合等においては、この限りではない。  

２ 後方支援本部は、次に掲げる事務をつかさどるものとする。 

（１）緊急消防援助隊の出動、活動等に関する連絡調整に関すること。 

（２）後方支援体制の確立に関すること。 

（３）関係機関との連絡調整に関すること。 

（４）緊急消防援助隊の交替に関すること。 

（５）物資等の搬送計画に関すること。 

（６）緊急消防援助隊を出動させた消防本部に対する、情報提供に関すること。 

（７）消防庁に対する被災状況や緊急消防援助隊の活動に係る動画及び静止画の提供に関するこ

と。 

（８）その他緊急消防援助隊の活動支援に必要な事項に関すること。 

 

  （都道府県大隊の出動） 

第 14条 都道府県大隊長は、当該都道府県大隊が迅速に被災地に到着するために必要と判断した

場合は、ブロック単位での出動又は車両特性に応じた中隊編成による出動を指示するなど、必

要な措置を講じるものとする。 

 

  （指揮支援部隊の出動） 

第 15条 統括指揮支援隊、指揮支援隊及び航空指揮支援隊は、原則として、航空小隊による輸

送により出動するものとする。 
 

  （統合機動部隊の出動等） 

第 16 条 統合機動部隊は、長官の出動の求め又は指示後、おおむね１時間以内に迅速に出動し、

次に掲げる任務を行うものとする。 

（１）被災地までの道路状況、給油可能施設等の情報の収集に関すること。 

（２）被害状況、活動場所、任務、必要な大隊規模等の情報の収集に関すること。 

（３）都道府県大隊が後続する場合の（１）及び（２）に規定する情報の提供に関すること。 

（４）被災地消防本部との連絡調整に関すること。 

（５）被災地における通信の確保に関すること。 
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（６）初期の消火、救助及び救急活動に関すること。 

（７）航空消防活動の支援に関すること。 

（８）宿営場所の設営に関すること。 

（９）被害状況、部隊の活動等の記録（動画及び静止画によるものを含む。）に関すること。 

２ 統合機動部隊を構成する小隊等は、後続する都道府県大隊が被災地に到着後は当該都道府県

大隊に帰属し、都道府県大隊長の指揮の下、都道府県大隊を構成する小隊等として活動するも

のとする。 

 

（エネルギー・産業基盤災害即応部隊の出動） 

第 17条 エネルギー・産業基盤災害即応部隊は、石油コンビナート等における特殊災害が発生

した場合において、当該部隊が属する都道府県の大隊と別に出動するものとする。 
 

（ＮＢＣ災害即応部隊の出動） 

第 18条 ＮＢＣ災害即応部隊は、長官が別に定める運用計画に基づき、ＮＢＣ災害等が発生し

た場合において、長官の出動の指示後、当該部隊が属する都道府県の大隊と別に迅速に出動す

るものとする。 
 

（土砂・風水害機動支援部隊の出動等） 

第 19条 土砂・風水害機動支援部隊は、当該部隊が属する都道府県の大隊の出動を伴わず、単

独で出動するものとし、被災地消防本部、消防団、都道府県内消防応援隊及び他の都道府県大

隊と連携して活動するものとする。 
 

（航空部隊の出動） 

第 20条 航空小隊は、航空機により、原則として、進出拠点となる活動拠点ヘリベースに出動

するものとする。 
２ 航空後方支援小隊は、原則として、自隊の保有する車両により出動するものとする。 
 

  （集結場所、進出拠点及び宿営場所の決定、連絡等） 

第 21条 集結場所、進出拠点及び宿営場所の決定、連絡等については、原則として、次のとおり

とする。 

（１）集結場所 

   代表消防機関は、応援等実施計画に定めるところにより、災害の状況、大隊又は部隊の特

性、規模等を考慮し、応援先市町村又は応援先都道府県に応じて、都道府県大隊、統合機動 

部隊、エネルギー・産業基盤災害即応部隊及び土砂・風水害機動支援部隊の集結場所及び集

結時刻を決定し、登録市町村の消防本部に対して連絡するものとする。 

   なお、災害の状況等により受援都道府県内の場所を集結場所とする場合は、当該受援都道

府県の消防応援活動調整本部（以下「調整本部」という。）と調整するものとする。ただし、

アクションプランが適用された場合は、当該アクションプランに定めるところによるものと 



別紙２ 
 

 9 
 

する（以下、第２号及び第３号について同じ。）。 

（２）進出拠点 

   消防庁は、災害の状況、道路の状況、大隊又は部隊の特性、規模等を考慮し、調整本部（調

整本部が設置されない場合は被災地）と調整の上、進出拠点を決定し、応援都道府県（又は

応援都道府県の後方支援本部）に対して連絡するものとする。 

（３）宿営場所 

   消防庁は、災害の状況、緊急消防援助隊の規模等を考慮し、調整本部（調整本部が設置さ

れない場合は被災地）と調整の上、宿営場所を決定し、応援都道府県（又は応援都道府県の

後方支援本部）に対して連絡するものとする。 

（４）出動ルート 

   都道府県大隊長、統合機動部隊長、エネルギー・産業基盤災害即応部隊長、ＮＢＣ災害即

応部隊長及び土砂・風水害機動支援部隊長は、応援先都道府県又は進出拠点に応じて出動ル

ートを決定し、消防庁、調整本部及び後方支援本部に対して報告するものとする。 

   なお、道路の状況等により、出動途上において出動ルート及び進出拠点を変更する必要が

ある場合は、消防庁、調整本部及び後方支援本部に対してその旨を報告するものとする。 

 

  （進出拠点到着後の大隊長及び部隊長の任務） 

第 22条 都道府県大隊長、統合機動部隊長、エネルギー・産業基盤災害即応部隊長、ＮＢＣ災害

即応部隊長及び土砂・風水害機動支援部隊長は、進出拠点到着後、調整本部に対して、速やか

に当該都道府県大隊名又は部隊名、規模、資機材等について報告するものとする。 

２ 都道府県大隊長、統合機動部隊長、エネルギー・産業基盤災害即応部隊長、ＮＢＣ災害即応

部隊長及び土砂・風水害機動支援部隊長は、出動途上等における応援先市町村の指定の有無に

かかわらず、調整本部に対して応援先市町村を確認するものとする。 

３ 都道府県大隊長、統合機動部隊長、エネルギー・産業基盤災害即応部隊長及び土砂・風水害

機動支援部隊長は、進出拠点が高速道路のインターチェンジ等の場合は、当該都道府県大隊長

又は部隊長のみが先行して第１項及び第２項の任務を実施し、無線等により当該都道府県大隊

又は部隊に必要な指示を行うなど、進出拠点を速やかに通過するための措置を講ずるものとす

る。 

 

  （被災地到着後の大隊長及び部隊長の任務） 

第 23条 都道府県大隊長、統合機動部隊長、エネルギー・産業基盤災害即応部隊長、ＮＢＣ災害

即応部隊長及び土砂・風水害機動支援部隊長は、被災地到着後、指揮者及び第 25条に規定する

緊急消防援助隊指揮支援本部の本部長（以下「指揮支援本部長」という。）に対して、速やかに

当該都道府県大隊名又は部隊名、規模、資機材等について報告するとともに、次に掲げる事項

について確認するものとする。 

（１）被害状況 

（２）活動方針 

（３）活動地域及び任務 
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（４）安全管理に関する体制 

（５）使用無線系統 

（６）地理及び水利の状況 

（７）その他活動上必要な事項 

２ 統合機動部隊長は、確認した事項について、後続の都道府県大隊及び後方支援本部に対して

報告するものとする。 

 

第４章 指揮活動 

 

  （指揮体制） 

第 24条 指揮支援部隊長は、被災地における緊急消防援助隊の活動に関し、指揮支援部隊を統括

し、当該被災地に係る都道府県災害対策本部長又は調整本部長を補佐し、及びその指揮の下で、

被災地における緊急消防援助隊の活動の管理を行うものとする。 

２ 指揮支援隊長は、指揮支援本部長として、指揮者を補佐し、及びその指揮の下で、被災地に

おける陸上（水上を含む。以下同じ。）に係る緊急消防援助隊の活動の管理を行うものとする。 

３ 航空指揮支援隊長は、ヘリベース指揮者を補佐し、及びその指揮の下で、被災地における航

空に係る緊急消防援助隊の活動の管理を行うものとする。 

４ 都道府県大隊長は、指揮者の指揮の下又は指揮支援部隊長若しくは指揮支援本部長の管理の

下で、当該都道府県大隊の活動の指揮を行うものとする。 

５ 統合機動部隊長は、指揮者の指揮の下又は指揮支援部隊長若しくは指揮支援本部長の管理の

下で、当該統合機動部隊の活動の指揮を行うものとする。 

６ エネルギー・産業基盤災害即応部隊長は、指揮者の指揮の下又は指揮支援部隊長若しくは指

揮支援本部長の管理の下で、当該エネルギー・産業基盤災害即応部隊の活動の指揮を行うもの

とする。 

７ ＮＢＣ災害即応部隊長は、指揮者の指揮の下又は指揮支援部隊長若しくは指揮支援本部長の

管理の下で、当該ＮＢＣ災害即応部隊の活動の指揮を行うものとする。 

８ 土砂・風水害機動支援部隊長は、指揮者の指揮の下又は指揮支援部隊長若しくは指揮支援本

部長の管理の下で、当該土砂・風水害機動支援部隊の活動の指揮を行うものとする。 

９ 中隊長は、都道府県大隊長又は部隊長（指揮支援部隊長を除く。）の指揮の下で、小隊長以下

の指揮を行うものとする。 

 

  （緊急消防援助隊指揮支援本部の設置） 

第 25 条 指揮支援部隊長は、被災地ごとに緊急消防援助隊指揮支援本部（以下「指揮支援本部」

という。）を設置するものとする。 

２ 指揮支援部隊長は、次に掲げる順位により、指揮支援本部長を指名するものとする。 

（１）第１順位 指揮支援隊長 

（２）第２順位 都道府県大隊長 

（３）第３順位 統合機動部隊長 
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（４）第４順位 代表消防機関又は代表消防機関代行に属する中隊長 

３ 指揮支援本部は、次に掲げる事務をつかさどるものとする。 

（１）被害状況、市町村が行う災害対策等の各種情報の集約及び整理に関すること。 

（２）被災地消防本部、消防団、都道府県内消防応援隊及び緊急消防援助隊の陸上に係る活動調

整に関すること。 

（３）陸上に係る緊急消防援助隊の安全管理に関すること。 

（４）自衛隊、警察、海上保安庁、ＤＭＡＴ等関係機関との活動調整に関すること。 

（５）指揮本部又は市町村災害対策本部への隊員の派遣に関すること。 

（６）調整本部に対する報告に関すること。 

（７）被害状況及び緊急消防援助隊の活動に係る記録に関すること。 

（８）その他必要な事項に関すること。 

４ 指揮支援本部は、指揮本部及び市町村災害対策本部と緊密な連携を図ることができる場所に

設置するものとする。この場合において、指揮支援本部長は、前項の事務を実施するために必

要と認める場合は、指揮本部又は市町村災害対策本部へ隊員を派遣するものとする。 

５ 指揮支援本部長は、同一の災害現場において複数の統合機動部隊又は都道府県大隊が活動す

る場合、必要に応じて、これらの複数の隊との間で中心となって調整し、指揮支援本部長へ報

告等を行う統括統合機動部隊長又は統括都道府県大隊長を指名するものとする。 

６ 指揮支援本部長は、市町村災害対策本部と緊密に連携を図るとともに、当該市町村災害対策

本部の会議に参画し、市町村が行う災害対策及び自衛隊、警察、海上保安庁、ＤＭＡＴ等関係

機関との活動調整を行うものとする。 

７ 指揮支援本部長は、指揮本部及び都道府県内消防応援隊と緊密に連携するものとする。 

８ 指揮支援本部は、受援市町村名を冠称し、「○○市町村緊急消防援助隊指揮支援本部」と呼称

する。 

 

  （緊急消防援助隊航空指揮支援本部の設置） 

第 26条 指揮支援部隊長は、活動拠点ヘリベースに緊急消防援助隊航空指揮支援本部（以下「航

空指揮支援本部」という。）を設置するものとする。 

２ 指揮支援部隊長は、航空指揮支援隊長を航空指揮支援本部長に指名するものとする。 

３ 航空指揮支援本部は、次に掲げる事務をつかさどるものとする。 

（１）受援都道府県内の航空隊及び航空に係る緊急消防援助隊の活動調整に関すること。 

（２）航空に係る緊急消防援助隊の安全管理に関すること。 

（３）調整本部に対する報告に関すること。 

（４）被害状況及び緊急消防援助隊の活動に係る記録に関すること。 

（５）その他必要な事項に関すること。 

４ 航空指揮支援本部は、航空指揮本部と同一の場所に設置するものとする。この場合において、

航空指揮支援本部長は、前項の事務を実施するために必要と認める場合は、調整本部又は航空

運用調整班等へ隊員を派遣するものとする。 

５ 航空指揮支援本部長は、航空指揮本部と緊密に連携するものとする。 
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６ 航空指揮支援本部は、受援都道府県名を冠称し、「○○都道府県緊急消防援助隊航空指揮支援

本部」と呼称する。 

７ 航空指揮支援本部長は、航空指揮支援隊及び航空小隊に対する輸送・補給活動等が必要な場

合には、指揮支援部隊長に対し、航空後方支援小隊又は後方支援小隊を活動拠点ヘリベース等

に派遣するよう要請するものとする。

  （消防庁職員の現地派遣） 

第 27条 長官は、緊急消防援助隊の出動が決定し、災害の状況に応じ必要と判断した場合は、調

整本部又は都道府県災害対策本部に消防庁職員（以下「現地派遣職員」という。）を派遣するも

のとする。 

２ 長官は、災害の状況に応じ必要と判断した場合は、指揮支援本部、市町村災害対策本部又は

航空指揮支援本部に現地派遣職員を派遣するものとする。 

３ 長官は、被災地における消防の広報活動が必要と判断した場合は、災害現場等に現地派遣職

員を派遣するものとする。 

４ 現地派遣職員は、次に掲げる事務をつかさどるものとする。 

（１）被害情報の収集及び消防庁への情報提供に関すること。

（２）都道府県災害対策本部又は市町村災害対策本部に対する、災害対策活動の支援に関するこ

と。 

（３）緊急消防援助隊の増隊、部隊移動等、緊急消防援助隊の活動調整に係る消防庁との連絡調

整に関すること。 

（４）自衛隊、警察、海上保安庁、ＤＭＡＴ等関係機関との連絡調整に関すること。

（５）報道機関への対応に関すること。

（６）被害状況や活動状況に係る動画及び静止画の収集及び共有に関すること。

  （都道府県大隊本部の設置） 

第 28条 都道府県大隊長は、災害現場付近の活動上適当な場所に都道府県大隊本部を設置するも

のとする。この場合において、都道府県大隊長を本部長とする。 

２ 都道府県大隊本部は、次に掲げる事務をつかさどるものとする。 

（１）都道府県大隊の活動管理に関すること。

（２）隊員の安全管理に関すること。

（３）都道府県大隊の後方支援に関すること。

（４）被害状況及び都道府県大隊の活動に係る記録（動画及び静止画によるものを含む。）に関す

ること。 

(５)被災地消防本部、消防団及び都道府県内消防応援隊との活動調整に関すること。

(６)指揮支援本部に対する報告に関すること。

(７)他の都道府県大隊等との調整に関すること。

(８)その他必要な事項に関すること。

３ 都道府県大隊本部は、応援都道府県名を冠称し、「○○都道府県大隊本部」と呼称する。 
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  （現地合同調整所の設置） 

第 29条 指揮者は、災害現場において、自衛隊、警察、海上保安庁、ＤＭＡＴ等関係機関間にお

ける情報共有及び活動調整等を行うため、必要に応じて、現地合同調整所を設置するものとす

る。 

２ 指揮支援本部長は、必要に応じて、現地合同調整所の設置について指揮者に進言するものと

する。 

３ 現地合同調整所が設置された場合、指揮支援本部長は、都道府県大隊長、統合機動部隊長、

ＮＢＣ災害即応部隊長、土砂・風水害機動支援部隊長、代表消防機関又は代表消防機関代行に

属する中隊長の中から必要な者を現地合同調整所の会議に参画させるものとする。 

４ 前項において参画した者は、現地合同調整所において、活動エリア・内容・手順、情報通信

手段等について、自衛隊、警察、海上保安庁、ＤＭＡＴ等関係機関間の情報共有及び活動調整、

必要に応じた関係機関間の相互協力を行う。 

 

  （情報共有等） 

第 30 条 消防庁は、調整本部、指揮支援本部、指揮者、航空指揮支援本部、ヘリベース指揮者、

都道府県大隊本部及び後方支援本部に対して、緊急消防援助隊連絡体制（別記様式１）により

情報連絡体制等の明確化を図るものとする。 

２ 消防庁、調整本部、指揮支援本部、指揮本部、航空指揮支援本部、航空指揮本部、都道府県大

隊本部、後方支援本部及び緊急消防援助隊は、緊急消防援助隊動態情報システム、支援情報共

有ツール、ヘリコプター動態管理システム等を積極的に活用し、緊急消防援助隊の活動等につ

いて必要な情報共有を図るものとする。特に、緊急消防援助隊動態情報システム及び支援情報

共有ツールを活用し、被害状況や活動状況を撮影した動画及び静止画の共有に努めるものとす

る。 

  

  （活動報告等） 

第 31条 指揮支援部隊長は、被害状況、被災地消防本部及び消防団、都道府県内消防応援隊並び

に緊急消防援助隊の活動状況その他必要な事項について、消防庁及び調整本部長に対して適宜

報告するものとする。 

２ 指揮支援本部長は、被害状況、被災地消防本部及び消防団、都道府県内消防応援隊並びに陸

上に係る緊急消防援助隊の活動状況その他必要な事項について、指揮者及び調整本部に対して

適宜報告するものとする。 

３ 航空指揮支援本部長は、被害状況、受援都道府県内の航空隊及び航空に係る緊急消防援助隊

の活動状況その他必要な事項について、ヘリベース指揮者及び調整本部に対して適宜報告する

ものとする。 

４ 都道府県大隊長は、被害状況、当該都道府県大隊の活動状況その他必要な事項について、指

揮支援本部長に対して適宜報告するものとする。 

５ 都道府県大隊長、統合機動部隊長、エネルギー・産業基盤災害即応部隊長、ＮＢＣ災害即応

部隊長及び土砂・風水害機動支援部隊長は、活動規模、活動結果、活動予定その他必要な事項
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を記載した活動日報（別記様式２）を作成し、指揮支援本部長に対して報告するものとする。

ただし、第 16 条第２項の規定に基づき、統合機動部隊を編成する小隊等が後続する都道府県大

隊に帰属し、都道府県大隊を編成する小隊として活動を開始する翌日からは統合機動部隊長の

報告は不要とするものとする。 

６ 指揮支援本部長は、活動日報（別記様式２）を作成するとともに、前項の活動日報を取りま

とめ、指揮支援部隊長に対して報告するものとする。 

７ 航空小隊長及び航空後方支援小隊長は、活動日報（別記様式２）を作成し、航空指揮支援本

部長に対して報告するものとする。 

８ 航空指揮支援本部長は、活動日報（別記様式２）を作成するとともに、前項の活動日報を取

りまとめ、指揮支援部隊長に対して報告するものとする。 

９ 指揮支援部隊長は、活動日報（別記様式２）を作成するとともに、第６項及び第８項の活動

日報を取りまとめ、長官に対して報告するものとする。 

 

  （通信連絡体制等） 

第 32条 緊急消防援助隊に係る通信連絡体制は、原則として、次のとおり行うものとする。 

（１）消防庁、調整本部、指揮支援本部、指揮本部、航空指揮支援本部、航空指揮本部及び関係機

関相互の通信連絡は、有線回線、衛星携帯電話、消防防災無線、防災行政無線、地域衛星通

信ネットワーク、防災相互通信用無線（以下「防災相互波」という。）その他無線を使用する。 

（２）調整本部、指揮支援本部、指揮本部及び都道府県大隊本部相互の無線通信は、統制波１を

使用する。 

（３）指揮支援部隊長は、被災地が複数に及び、指揮系統を複数に分離する必要がある場合は、

統制波２又は統制波３のいずれかから、緊急消防援助隊の配備状況及び活動状況に応じて使

用波を指定する。 

（４）指揮支援部隊長は、陸上隊と航空隊の間の情報共有を図るため、必要がある場合は、統制

波２又は統制波３のいずれかから、緊急消防援助隊の配備状況及び活動状況に応じて使用波

を指定するとともに、衛星携帯電話等を活用する。 

（５）指揮支援本部長は、さらに指揮系統を複数に分離する必要がある場合は、指揮支援部隊長

と協議し、指定波以外の統制波を指定することができる。 

（６）都道府県大隊本部、当該都道府県大隊に属する中隊及び統合機動部隊相互の無線通信は、

別表のとおり、隊の属する都道府県ごとに指定された主運用波を使用する。 

（７）同一中隊に属する小隊相互、同一統合機動部隊に属する隊相互、同一エネルギー・産業基

盤災害即応部隊に属する隊相互、同一ＮＢＣ災害即応部隊に属する隊相互及び同一土砂・風

水害機動支援部隊に属する隊相互の無線通信は、別表のとおり、隊の属する都道府県ごとに

指定された主運用波を使用する。 

（８）指揮支援本部長は、同一の主運用波を使用する大隊、部隊又は都道府県内応援隊が近接し

て活動している場合等においては、指揮支援部隊長と協議し、指定波以外の主運用波を指定

することができる。 

（９）航空指揮支援本部、航空指揮本部及び航空部隊に属する小隊相互の無線通信は、航空波を
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使用する。 

（10）無線通信の呼出応答においては、必ず呼出名称を使用する。 

２ 統制波の運用に際し輻輳が確認された場合は、原則として、次のとおり運用するものとする。 

（１）無線統制は、指揮支援部隊長の指示により行う。 

（２）無線統制が実施された場合、調整本部又は指揮支援本部以外での運用は、次に掲げる場合

を除き、調整本部又は指揮支援本部からの送信に対する応答のみとする。 

  ア 応援要請を行う場合 

  イ 隊員、消防車両等の重大な事故が発生した場合 

  ウ 新たな災害が発生した場合 

  エ 調整本部又は指揮支援本部からの特命事項について報告する場合 

３ 指揮支援部隊長は、防災相互波の使用に関し、関係機関と調整を行うものとする。 

 

第５章 防災関係機関との連携 

 

  （防災関係機関等との連絡調整等） 

第 33条 長官は、緊急消防援助隊の出動等に関し、必要と認める防災関係機関、関係公共機関等

との連絡調整を行うものとする。 

 

  （実動関係機関との連携） 

第 34条 緊急消防援助隊は、被災地への出動及び被災地での活動に関して、自衛隊、警察、海上

保安庁、ＴＥＣ－ＦＯＲＣＥ（国土交通省が派遣する緊急災害対策派遣隊をいう。）等と連携す

るものとする。 

  なお、被災地での活動に当たっては、防災相互波等の共通の通信手段を活用し、情報共有に

努めるものとする。 

 

  （医師等との連携） 

第 35条 緊急消防援助隊は、被災地において救命医療活動を行う医師、ＤＭＡＴ、ドクターヘリ

（救急医療用ヘリコプターを用いた救急医療の確保に関する特別措置法（平成 19年法律第 103

号）に規定する救急医療用ヘリコプターをいう。）等と連携して活動するものとする。 

 

  （調整本部等における防災関係機関との連携） 

第 36条 調整本部、指揮支援本部、指揮本部、航空指揮支援本部、航空指揮本部及び後方支援本

部は、緊急消防援助隊の活動が効果的に行われるように、緊急消防援助隊の活動に関して必要

な交通、輸送、通信、燃料、物資等に関する防災関係機関と緊密な連携を図るものとする。 

２ 調整本部、指揮支援本部、指揮本部、航空指揮支援本部及び航空指揮本部は、緊急消防援助

隊の活動に関して必要な関係機関との連絡調整について、必要に応じて、都道府県災害対策本

部及び市町村災害対策本部に依頼するものとする。 
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  （消防機関との連携） 

第 37条 緊急消防援助隊は、効果的な活動を実施するため、道路、住家位置等の情報提供を受け

るなど、被災地消防本部、消防団及び都道府県内消防応援隊と緊密に連携するものとする。 

 

第６章 指揮支援実施計画及び受援計画 

 

  （指揮支援実施計画） 

第 38条 統括指揮支援隊及び指揮支援隊の属する消防本部の長は、統括指揮支援隊及び指揮支援

隊の活動を円滑に行うための指揮支援実施計画を策定するものとする。 

２ 指揮支援実施計画に定める事項は、次に掲げるとおりとする。 

（１）統括指揮支援隊及び指揮支援隊の編成及び出動体制に関すること。 

（２）指揮支援の基本的事項に関すること。 

（３）関係機関との活動調整に関すること。 

（４）現地合同調整所への参画に関すること。 

（５）情報連絡体制に関すること。 

（６）通信支援小隊との連携に関すること。 

（７）その他必要な事項に関すること。 

３ 統括指揮支援隊及び指揮支援隊の属する消防本部の長は、指揮支援実施計画を策定又は変更

した場合は、長官及び当該消防本部が属する都道府県の知事に対して報告するとともに、当該

統括指揮支援隊及び指揮支援隊が出動対象となる都道府県の知事に対して情報提供するものと

する。 

４ 航空指揮支援隊の属する消防本部の長及び航空指揮支援隊の属する都道府県の知事は、航空

指揮支援隊の活動を円滑に行うための航空指揮支援実施計画を策定するものとする。 

５ 航空指揮支援実施計画に定める事項は、次に掲げるとおりとする。 

（１）航空指揮支援隊の編成及び出動体制に関すること。 

（２）航空指揮支援の基本的事項に関すること。 

（３）情報連絡体制に関すること。 

（４）その他必要な事項に関すること。 

６ 航空指揮支援隊の属する消防本部の長及び航空指揮支援隊の属する都道府県の知事は、航空

指揮支援実施計画を策定又は変更した場合は、長官に対して報告するとともに、航空指揮支援

隊が消防本部に属する場合においては、当該消防本部が属する都道府県の知事に対して報告す

る。 

 

  （消防本部の受援計画） 

第 39条 消防本部の長は、当該消防本部が管轄する市町村が被災し、緊急消防援助隊の応援等を

受ける場合の受援計画を策定するものとする。 

２ 受援計画に定める事項は、次に掲げるとおりとする。 

（１）指揮本部の運営体制及び早期設置に関すること。 
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（２）緊急消防援助隊の早期受入れに係る関係機関との連絡調整に関すること。 

（３）進出拠点、当該拠点への連絡員の派遣及び連絡体制に関すること。 

（４）宿営場所その他緊急消防援助隊の活動に必要な拠点の確保に関すること。 

（５）救助活動拠点施設（南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法（平成

14 年法律第 92号）に規定する救助活動のための拠点施設をいう。）の運用に関すること。 

（６）緊急消防援助隊の活動に必要な情報の提供に関すること。 

（７）燃料補給、物資補給等の後方支援体制に関すること。 

（８）ヘリコプターの離着陸場等の航空機の受入れに関すること。 

（９）その他必要な事項に関すること。 

３ 消防本部の長は、受援計画の策定及び変更に当たっては、都道府県の受援計画及び地域防災

計画の内容と整合を図るものとする。 

４ 消防本部の長は、受援計画を策定又は変更した場合は、都道府県知事に報告する。 

 

第７章 その他 

 

  （消防本部等の訓練） 

第 40条 登録市町村の消防本部及び登録都道府県の航空消防隊は、平常時から緊急消防援助隊の

連携活動能力の向上に必要な訓練を行うなど、緊急消防援助隊の応受援体制の強化を図るもの

とする。 

 

  （緊急消防援助隊登録証及び緊急消防援助隊旗） 

第 41条 長官は、緊急消防援助隊を登録した消防本部及び都道府県航空消防隊に対して、緊急消

防援助隊登録証及び緊急消防援助隊旗を交付するものとする。 

２ 緊急消防援助隊旗の制式については、長官が別に定める。 

 

  （その他） 

第 42条 この要綱に定めるもののほか、緊急消防援助隊に関し必要な細目は、消防庁が別に定め

る。 

 

   附 則 

 この要綱は、平成 27年４月１日から施行する。 

   附 則（平成 28年３月 30 日消防広第 80号） 

 この要綱は、平成 28年４月 1日から施行する。 

 ただし、第 22条第１項第２号から第７号まで（第４号を除く。）及び同条第２項の規定は、平成

28 年６月１日から施行する。 

   附 則（平成 29年３月 28 日消防広第 93号） 

 この要綱は、平成 29年４月１日から施行する。 

附 則（平成 31 年３月８日消防広第 35号） 
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この要綱は、平成 31 年４月１日から施行する。 

 

 

別表（主運用波の割当て） 
周波数名 割当都道府県 

主運用波１ 青森県、栃木県、静岡県、京都府、広島県、佐賀県 

主運用波２ 宮城県、千葉県、長野県、大阪府、愛媛県、長崎県、沖縄県 

主運用波３ 山形県、埼玉県、愛知県、兵庫県、山口県、鹿児島県 

主運用波４ 北海道、福島県、東京都、岐阜県、和歌山県、鳥取県、福岡県 

主運用波５ 秋田県、茨城県、富山県、山梨県、滋賀県、徳島県、大分県 

主運用波６ 神奈川県、新潟県、福井県、奈良県、島根県、香川県、宮崎県 

主運用波７ 岩手県、群馬県、石川県、三重県、岡山県、高知県、熊本県 
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災害対策本部（広域応援班　陸上・航空） 現地派遣職員

○○都道府県
災害対策本部 調整本部 政府現地対策本部

災害対策本部 指揮本部 指揮支援本部

○○都道府県大隊 ○○都道府県大隊 ヘリベース（ＨＢ）

○○都道府県大隊 ○○都道府県大隊

フォワードベース（ＦＢ）

TEL後方支援本部

所属
後方支援本部

所属 職・氏名

メールアドレス メールアドレス 氏名

FAX 所属 TELTEL FAX

設置場所 ：

氏名 氏名
ＦＢ指揮者

所属 TEL

統合機動
部隊長

所属 TEL 統合機動
部隊長

所属 TEL

所属 TEL 氏名
大隊長

所属 TEL
大隊長

氏名 氏名

TEL
(航空指揮支援隊長) 氏名

航空後方支
援隊長

所属 TEL

TEL

TEL FAX TEL FAX 職・氏名後方支援本部

所属
後方支援本部

所属
ＨＢ指揮者

所属

メールアドレス メールアドレス 航空指揮支援本部長
 所属

ＮＴＴ回線

FAX

統合機動
部隊長

所属 TEL 統合機動
部隊長

所属 TEL 地域衛星回線 TEL FAX

氏名 氏名 メールアドレス

緊急消防援助隊
陸上 航空

設置場所 ：

大隊長
所属 TEL TEL FAX

氏名 氏名 消防防災無線 TEL
大隊長

所属 TEL

(指揮支援隊長） 氏名

氏名 TEL 指揮支援本部長 所属本部長 氏名 TEL 本部長

FAX
メールアドレス メールアドレス メールアドレス

FAX 地域衛星回線 TEL

TEL

FAX
地域衛星回線 TEL FAX 地域衛星回線 TEL

TEL FAX 消防防災無線 TEL消防防災無線 TEL FAX 消防防災無線

ＮＴＴ回線 TEL FAXＮＴＴ回線 TEL FAX ＮＴＴ回線 TEL FAX

○○市町村
設置場所 ： 設置場所 ： 設置場所 ：

TEL

TEL FAX 氏名

TEL

航空運用調整班
所属 職・氏名

統括指揮支援隊長
所属

氏名 TEL 本部長 職・氏名本部長 氏名 TEL 本部長

FAX 消防防災無線 TEL

メールアドレス メールアドレス メールアドレス

FAX 地域衛星回線 TEL FAX地域衛星回線 TEL FAX 地域衛星回線 TEL

FAX
消防防災無線 TEL FAX 消防防災無線 TEL

TEL FAX ＮＴＴ回線 TELＮＴＴ回線 TEL FAX ＮＴＴ回線

FAX

設置場所 ： 設置場所 ： 設置場所 ：

メールアドレス kinentai0119@soumu.go.jp

地域衛星回線 TEL ０４８－５００－９０－４９０１３ FAX ０４８－５００－９０－４９０３６

消防防災無線 TEL 90-49013 FAX 90-49036

別記様式１

○○都道府県　　○○災害に係る緊急消防援助隊連絡体制

○○　　　年　　　月　　　日　　　時　　　分　現在

消防庁

ＮＴＴ回線 TEL 03-5253-7527 FAX 03-5253-7552 派遣場所 職・氏名 TEL



別紙２ 
 

 20 
 

 

殿

隊 人 隊 人

隊 人 隊 人

隊 人 隊 人

隊 人 隊 人

隊 人 隊 人

隊 人

件 件 件

人 人 人

件 件 件

人 人 人

名称 所在地

時 分 ～ 時 分

隊員数 人

活動内容

報告者
消防本部 氏　名

ＴＥＬ

宿営場所

翌
日
の
活
動
予
定

活動時間

活動場所

活動規模 隊数 隊

人
救助・搬送人数

救
助
・
搬
送
人
員

災害種別 火災 救助 救急 合計

件　数

総計（指揮支
援隊が入力）

人

上記負傷、損傷
の内容

出
動
隊
の
状
況

隊種別 隊数 隊員数 隊種別 隊数

救助小隊 特殊装備小隊

救急小隊 その他の小隊

合計

隊員数

指揮支援隊 通信支援小隊

指揮隊 航空小隊

消火小隊 特殊災害小隊

隊員の負傷 有　・　無 車両・資機材の損傷 有　・　無

活動内容

種別 時間 活動場所 活動概要（連携活動機関を含む）

別記様式２（航空小隊を除く）

緊急消防援助隊活動報告（日報）

消防庁長官

（指揮支援部隊長、指揮支援本部長、航空指揮支援本部長、各部隊長又は大隊長）

報告日時 平成　　　　年　　　　月　　　　日　（　　　）　　　　　時　　　　分　現在

災害名

活動場所 都道府県 市区町村
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別記様式２（航空小隊）

消防庁長官　   殿

災害名
応援

都道府県
残時間

隊員 隊員以外

合計

備考

報告者等 活動人員

　　パイロット　　　　  名 　　整備士　　　   　　名 所属

緊急消防援助隊活動報告（日報）

　　　　　（○○航空隊）　　　　　

ヘリベース 　  　　時間　　  　　 　分

日付 出動番号 機体名称 離陸時間 離陸場所

情報収集 輸送等 救助 救急

輸送
出動場所

（空域）
着陸時間 着陸場所

出動搭乗

人員数

出動種別件数 搬送人員数

                                          活動概要

                         （火災：散水回数・散水量を記載）

                         （救助：救助方法を記載）

                         （物資輸送：物資名、数量を記載）火災 救助 救急

 氏名

 TEL            年　 　　　 月　 　　　　日　（　　　　）　　　　　時　　　　　　分現在 　　　　計　　　　　　　　名

　　　　隊員　　　 　　　名

    その他　　 　　　 　名
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